
 

 

県民の生活環境の保全等に関する条例施行費市町村交付金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、愛知県事務処理特例条例（平成１１年愛知県条例第５５号。

以下「特例条例」という。）に基づき市町村が処理する事務のうち、特例条例

別表第４の９の項から１５の項までの事務（以下「特例事務」という。）に要

する経費として毎年度交付する県民の生活環境の保全等に関する条例施行費

市町村交付金（以下「交付金」という。）に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（交付対象市町村） 

第２ 交付金は、特例事務を処理する市町村に対し交付する。 

 

（交付金の算定） 

第３ 市町村に対する交付金の額は、別表第１に定めるところにより予算の範

囲内で算出した額とする。 

 

（交付の決定及び交付時期） 

第４ 交付の決定及び交付時期は、市町村権限移譲交付金交付要綱第４の規定

による。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 16 年３月 26 日から施行し、平成 15 年 10 月１日から適

用する。なお、平成 15 年度下期（10 月から３月まで）の交付金の交付につ

いては、別表第１中、「特例条例別表第４」を「特例条例別表第２」と読み替

えるものとする。 

２ 愛知県公害防止条例施行費市町村交付金交付要綱は廃止する。ただし、平

成 15 年度上期（４月から９月まで）分の愛知県公害防止条例施行費市町村交

付金の交付については、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 



 

附 則 

 この要綱は、令和４年８月 10 日から施行する。 

 



 

別表第１ 

 

 以下の基礎事務費（人口割）及び規制事務費（工場等数割）の２つの区分ご

とに積算した額の合計金額を交付金とする。 

 

１ 基礎事務費（人口割） 

特 例 事 務 の 内 容 積 算 内 容 

［全市町村］ 

 県民の生活環境の保全等に関する

条例の施行のための窓口設置に係る

経費並びに特例条例別表第４の１０

の項の（９）、（１３）及び（１６）

並びに１２の項に係る事務 

 当該年度４月１日現在の人口に応

じた経費は別表第２にて積算する。 

 ただし、名古屋市については基準

額にＡ／Ｂを掛けて算出した額とす

る。 

 

但し Ａ： 規制事務費（工場等数割）のうち、名古屋市に適用のある特例事務

のみに係る経費について、別表第３にあてはめて算出した額 

 Ｂ： 規制事務費（工場等数割）のうち、名古屋市に適用のない特例事務

を含めた事務に係る経費について、別表第３にあてはめて算出した

額 

 



 

２ 規制事務費（工場等数割） 

特 例 事 務 の 内 容 積 算 内 容 

［全市町村］ 

 特例条例別表第４の９の項並びに

１０の項の（１）から（８）まで、 

（１０）から（１２）まで、（１４）、

（１５）及び（１７）から（１９）

までに係る事務 

 前年度３月３１日現在の騒音発生

施設、振動発生施設、悪臭関係施設

及び特定建設作業の数に応じた経費

は、別表第３にて積算する。（特定建

設作業のみ、その数を２分の１とす

る。） 

 

 前年度３月３１日現在の飲食店、

喫茶店、ガソリンスタンド、液化石

油ガススタンド、ボーリング場、バ

ッティングセンター、ゴルフ練習場、

テニス場、遊泳場、アイススケート

場及びカラオケボックスの数に応じ

た経費は、別表第３にて積算 

［全市町村］ 

 特例条例別表第４の１１の項の

（１）から（８）まで、１３の項か

ら１５の項に係る事務 

 前年度３月３１日現在のばい煙発

生施設、粉じん発生施設、炭化水素

系物質発生施設、大気指定工場等、

公害防止担当者選任工場等、揚水設

備設置工場等、特定化学物質等取扱

事業所の数に応じた経費は、別表第

３にて積算する。 

 

 



 

別表第２ 

 

 基礎事務費（人口割） 

ランク 
人   口 

（以 上  ～  未 満） 

交付基準 

（千円） 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

Ｍ 

 １人 ～ １万人 

１万人 ～ ２万人 

２万人 ～ ３万人 

３万人 ～ ４万人 

４万人 ～ ５万人 

 ５万人 ～ １０万人 

１０万人 ～ １５万人 

１５万人 ～ ２０万人 

２０万人 ～ ２５万人 

２５万人 ～ ３０万人 

３０万人 ～ ４０万人 

 ４０万人 ～ ５０万人 

２００万人 ～ 

３８ 

４５ 

５２ 

５９ 

６６ 

８６ 

１０５ 

１２５ 

１４４ 

１６４ 

１８４ 

２０３ 

２９６ 



 

別表第３ 

 

 規制事務費（工場等数割） 

区 分 ランク 
工 場 等 数 

（以 上  ～  未 満） 

交付基準 

（千円） 

騒 音 

・ 

振 動 

・ 

悪 臭 

・ 

特定建 

設作業 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

1 

１ ～       ３０ 

３０ ～       ５０ 

５０ ～     １００ 

１００ ～     ２００ 

２００ ～     ３００ 

３００ ～     ４００ 

４００ ～     ５００ 

５００ ～     ７５０ 

  ７５０ ～ １，０００ 

１，０００ ～ ２，０００ 

２，０００ ～ ３，０００ 

３，０００ ～ ４，０００ 

４，０００ ～ 

  ３ 

  ７ 

  ９ 

 １３ 

 １９ 

 ２７ 

 ３５ 

 ５３ 

 ７７ 

１０７ 

１４５ 

１６２ 

１７２ 

６２４ 

ばい煙 

・ 

粉じん 

等 

A 

  B 

C 

D 

E 

  １ ～   １００ 

１００ ～     ５００ 

５００ ～ １，０００ 

１，０００ ～ ２，０００ 

２，０００ ～ ３，０００ 

 ２６ 

 ８０ 

１３７ 

２０４ 

２７５ 

飲食店 

 

営業等 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Ｈ 

１ ～     ５００ 

５００ ～ １，０００ 

１，０００ ～ １，５００ 

１，５００ ～ ３，０００ 

３，０００ ～ ４，５００ 

４，５００ ～ ６，０００ 

 ６，０００ ～ ７，５００ 

２０，０００ ～ 

 １ 

 ３ 

 ５ 

１１ 

１７ 

２３ 

２９ 

７８ 

 

 


